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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月7日(2020.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（１）、（２）および（３）を満たすことを特徴とするカーボンナノチューブ（Ａ
）。
（１）カーボンナノチューブの平均外径が３ｎｍを超えて１０ｎｍ未満であること。
（２）粉末Ｘ線回折分析において、回折角２θ＝２５°±２°にピークが存在し、そのピ
ークの半価幅が３°～６°であること。
（３）カーボンナノチューブ（Ａ）のラマンスペクトルにおいて１５６０～１６００ｃｍ
-1の範囲内での最大ピーク強度をＧ、１３１０～１３５０ｃｍ-1の範囲内での最大ピーク
強度をＤとした際にＧ／Ｄ比が０．５～４．５であること。
【請求項２】
　カーボンナノチューブ（Ａ）の外径の標準偏差が０．７ｎｍを超えて３．５ｎｍ以下で
あることを特徴とする請求項１記載のカーボンナノチューブ（Ａ）。
【請求項３】
　カーボンナノチューブ（Ａ）の体積抵抗率が１．０×１０-2～２．５×１０-2Ω・ｃｍ
であることを特徴とする請求項１または２記載のカーボンナノチューブ（Ａ）。
【請求項４】
　カーボンナノチューブ（Ａ）のラマンスペクトルにおいて１５６０～１６００ｃｍ-1の
範囲内での最大ピーク強度をＧ、１３１０～１３５０ｃｍ-1の範囲内での最大ピーク強度
をＤとした際にＧ／Ｄ比が１．０～３．０であることを特徴とする請求項１～３いずれか
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記載のカーボンナノチューブ（Ａ）。
【請求項５】
　カーボンナノチューブ（Ａ）の平均外径をＸ、カーボンナノチューブの外径の標準偏差
をσとした際に、Ｘ±σが、５．０ｎｍ≦Ｘ±σ≦１４．０ｎｍを満たすことを特徴とす
る請求項１～４いずれか記載のカーボンナノチューブ（Ａ）。
【請求項６】
　請求項１～５いずれか記載のカーボンナノチューブ（Ａ）を含んでなる二次電池。
【請求項７】
　下記（１）、（２）および（３）の工程を順に含むことを特徴とする請求項１～５いず
れか記載のカーボンナノチューブの製造方法。
（１）カーボンナノチューブが入った耐熱性容器を炉内に設置する工程
（２）炉内の酸素濃度を０．１％以下にした後、炉内温度を最大温度で１０００～１６０
０℃まで昇温する工程
（３）前記最大温度まで達した後、塩素ガスを導入する工程
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　すなわち、本発明は、下記（１）、（２）および（３）を満たすことを特徴とするカー
ボンナノチューブ（Ａ）。に関する。
（１）カーボンナノチューブの平均外径が３ｎｍを超えて１０ｎｍ未満であること。
（２）粉末Ｘ線回折分析において、回折角２θ＝２５°±２°にピークが存在し、そのピ
ークの半価幅が３°～６°であること。
（３）カーボンナノチューブ（Ａ）のラマンスペクトルにおいて１５６０～１６００ｃｍ
-1の範囲内での最大ピーク強度をＧ、１３１０～１３５０ｃｍ-1の範囲内での最大ピーク
強度をＤとした際にＧ／Ｄ比が０．５～４．５であること。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明は、カーボンナノチューブ（Ａ）の外径の標準偏差が０．７ｎｍを超えて
３．５ｎｍ以下であることを特徴とする前記カーボンナノチューブ（Ａ）に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明は、カーボンナノチューブ（Ａ）の体積抵抗率が１．０×１０-2～２．５
×１０-2Ω・ｃｍであることを特徴とする前記カーボンナノチューブ（Ａ）に関する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
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　また、本発明は、カーボンナノチューブ（Ａ）のラマンスペクトルにおいて１５６０～
１６００ｃｍ-1の範囲内での最大ピーク強度をＧ、１３１０～１３５０ｃｍ-1の範囲内で
の最大ピーク強度をＤとした際にＧ／Ｄ比が１．０～３．０であることを特徴とする前記
カーボンナノチューブ（Ａ）に関する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明は、カーボンナノチューブ（Ａ）の平均外径をＸ、カーボンナノチューブ
の外径の標準偏差をσとした際に、Ｘ±σが、５．０ｎｍ≦Ｘ±σ≦１４．０ｎｍを満た
すことを特徴とする前記カーボンナノチューブ（Ａ）に関する。
　また、本発明は、前記カーボンナノチューブ（Ａ）を含んでなる二次電池に関する。
　また、本発明は、下記（１）、（２）および（３）の工程を順に含むことを特徴とする
請求項１～５いずれか記載のカーボンナノチューブの製造方法に関する。
（１）カーボンナノチューブが入った耐熱性容器を炉内に設置する工程
（２）炉内の酸素濃度を０．１％以下にした後、炉内温度を最大温度で１０００～１６０
０℃まで昇温する工程
（３）前記最大温度まで達した後、塩素ガスを導入する工程
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
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